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研究成果の概要（和文）：日本とフランスにおける近年の雇用政策・生活困窮者政策分野における立法の動向を分析し
た結果、両国における共通した傾向として、雇用政策としての就労支援策と、生活困窮者の社会統合に向けた就労ない
し就労に準じた活動の支援とが接近・一体化するというものがみられることを示した。日本では生活困窮者の「自立」
、フランスでは「社会参入（insertion）」というきわめて多義的な概念が、法学・立法の分野のみならず広く社会政
策にかかる議論の中でこうした動きの背景となっていること、そのような中で、「労働」という行為に多様な意義が付
与されるに至っていることが明らかになった。

研究成果の概要（英文）：In studying the recent legislations in the field of employment and poverty policy 
in France and in Japan, a common trend has been observed in these countries: The work support policy in 
the field of employment policy on the one hand and the policy of encouraging labor (or activities which 
are similar to labor) intended to advance a social inclusion of the people in poverty at the other hand 
are approaching and almost merging each other. Behind this trend, the fundamental concepts as 
<independence> of the people in poverty (in Japan) and <insertion> (in France) play an important role, 
adding the various significances to labor or activities similar to labor.
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１．研究開始当初の背景 
 
 本研究計画策定時（2011 年）の日本におい
ては、雇用の不安定化や世界経済危機の影響
を受けて、長期失業者対策・ワーキングプア
をめぐる議論に象徴される低所得労働対
策・不安定雇用を繰り返す労働者の職業能力
の維持・向上やこうした労働者に対する社会
保障のあり方等が活発な議論の対象となり、
これを受けて、社会保障法の分野においては、
従来の社会保険と生活保護の間に「第二のセ
ーフティネット」を設定することの必要性や、
社会とのつながりを喪失してしまう生活困
窮者に対する自立支援のあり方等が議論さ
れていた。 
このような中で、①就労しているものの所

得が十分な水準に満たない者という、過去の
日本においてはほとんど問題となってこな
かった労働者像について、いかなる所得保障
が想定可能かという論点、②就労という活動
が社会とのつながりを維持するために必要
不可欠であり、社会保障法体系の中に、特に
生活保護・生活困窮者支援と隣接する形でこ
のような就労の機会を提供するサービスを
積極的に位置づける必要があるのではない
かという論点、及び、③そのような社会的排
除への対応として就労を積極的にとらえる
としても、上記のような労働環境自体の一般
的な不安定化・低水準化の傾向の中で、いか
なる就労をそのような社会的統合の手段と
して具体的に想定するのか、といったような
論点が顕在化していると考えられた。 
 
２．研究の目的 
 上記のような問題意識をふまえ、低所得労
働者に対する所得保障のあり方、社会保障法
体系の中における「労働」の位置づけ、自立
支援のために要求される「労働」の具体的な
中身、という観点から、従来の社会保障法体
系を再考すること。 
 
３．研究の方法 
 同様の問題を 1980 年代から議論している
フランスにおける立法・法改正・学説の展開
を検討し、日本における議論と比較すること
で一定の成果を得ることを目指した。 
 また、日本法との関係では、研究年度 1年
目に、日本の低所得・貧困問題の現実を知る
という観点から、大阪府西成地区を訪問し、
NGO 等でインタビューを行った。 
 
４．研究成果 
 
（1） 本研究計画の成果は、大きく 3 つの
グループに分けることができる。 
もっとも中心的なものは、雇用政策と生活

困窮者の自立支援との接近という傾向が日
本とフランスに共通してみられることを、日
本における生活保護法改正・生活困窮者支援
法制定、フランスにおけるいわゆる援助付雇

用に関する立法の変遷を比較することを通
じて明らかにし、両国に共通してみられる論
点を指摘したことである。この点については、
日本語論文（後掲雑誌論文 1、4）、フランス
語論文（後掲雑誌論文 2）、学会発表（後掲 1）
において、それぞれ少しずつ異なる観点から
詳細に論じた。 
 日本でも、フランスでも、長期失業・若年
者失業対策としての就労支援策と、生活困窮
者・生活保護受給者が社会とのつながりを喪
失することを防ぐための就労の機会の提
供・就労支援策という二つの性格を持つ政策
が発展しており、当初別のものとして構想さ
れてきたこれらの政策が接近・一体化する傾
向がみられる。その背景には、日本の場合、
「自立」という概念の多義的な解釈（就労に
よる経済的自立に加え、社会的・日常生活上
の自立を読み込む）がある一方、フランスの
場合には、統合（Insertion）の概念（同様
に、労働による雇用社会への統合に加え、社
会参加を通じた社会への統合（社会的排除：
ソーシャルエクスクルージョンの対義語と
して）といった意味を含む多義的な概念とし
て理解される）が存在する。こうした動向や、
これらのいわば抽象的ともいえる概念は、長
期・若年失業の増加、福祉に関するいわゆる
「アクティベーション」をめぐる議論、さら
には、「働く」ことにより個人が社会とのつ
ながりを維持することの重要性が意識され
ること、といった異なる背景をふまえ、失
業・生活困窮者対策を包括的ないし柔軟に行
うために有用なものと考えられる。他方で、
フランスでも、日本でも、こうした議論の中
で「労働」に様々な意味が付加される一方、
そこで行われる「労働」の中身については、
必ずしも議論が詰められていないこと、結果
として、こうした労働ないし労働類似の活動
がどのような条件と限界の下で行われるべ
きかが必ずしも明らかになっていないとい
う問題がある。 
日本の近年の立法にそくしてより具体的

にこれらの点を敷衍するとすれば、生活困窮
者自立支援法の枠内で想定されている「中間
的就労」が、対象者の（少なくとも短期的・
中期的なスパンでの）経済的自立を想定した
ものなのか、それとも、そのような就労自体
に社会参加の意味があることを認める趣旨
のものなのかが問題となりうる。この点をど
のように考えるかによって、例えば、中間的
就労に長期的に滞留する者の存在を肯定的
に評価すべきか否かといった別の論点につ
いても、考えが分かれることになろう。また、
近年の生活困窮者自立支援法制定・生活保護
法改正を通じて、稼働能力のある者に対する
自立支援と、ない者に対する自立支援が、法
体系上ある程度区別・分離され、前者が強化
されることとなっている。このような傾向の
中で、例えば生活保護法上、稼働能力を持た
ないものとみなされる高齢者や、ごくわずか
な能力しかもたない障害者、あるいは、抽象



的に稼働能力を有するものの一般就労への
参入が現実的には困難（長い時間をかけた就
労支援が必要）と考えられる者等、経済的な
自立が直ちには難しい者について、いかなる
ケースワークが展開され、どのような「自立」
（生活保護法 1条）支援が行われるべきなの
かといった論点が論じられるべきであろう。 
 

（2） 研究成果の 2つめは、従来典型的なリ
スクと考えられてきた老齢・失業等といった
ケースに当てはまらない低所得労働という
リスクについて考えることを通じて、社会保
障法体系における典型的なリスクを見直す
ことに関わる。すなわち、日本の社会保障法
体系において明示的ないし黙示的に想定さ
れてきた労働者・家族像の変容と、これに応
じた社会保障法体系の変容のありかたにつ
いて検討を行った。この点については、比較
的観点も取り入れつつ、主として日本法の分
析を行った。日本語論文（後期雑誌論文 3、5、
8、図書 1）学会報告（後掲 1）において、異
なる観点から、成果を発表した。 
 日本の社会保障法体系は、70 年代以降に発
展してきた日本型雇用モデルと、家庭におけ
る性別役割分担に大きく依存している。近年
の働き方の変化と、労働法分野における男女
平等の価値の重要性の増大をふまえ、このよ
うな法体系の全体像の見直しが問われてい
る状況である。一方、大量の行政決定を前提
とする給付行政の分野である社会保障法分
野においては、給付要件や給付水準の一定の
定型化が必要であり、こうした要請は、定型
的な保険事故を想定する社会保険制度につ
いては、現実的な行政上の必要性をこえて理
論的にも当てはまる。このように、何らかの
「モデル」を前提とすることをある程度予定
している社会保障法分野において、雇用・家
族のあり方が変容するにしたがってリスク
の内容が個人化・多様化する状況をいかにと
らえ、法体系の中に取り込んでいくかという
論点を、上記一連の論文において、特に、年
金分野の論点を中心として、明らかにした。 
 
（3） 研究成果の 3 つめは、（1）で見たよ
うに労働のもつ社会的有用性が注目される
一方で、現代の労働者がおかれている労働環
境が必ずしも個人の尊厳を尊重したものと
はなっていないのではないかという問題意
識の下、特にメンタルヘルスの問題に着目を
して、現代の労働者が職場において直面する
新しいリスクとその予防について検討をし
たものである。この点についても、日本語文
献（後掲雑誌論文 7）、フランス語文献（後掲
図書 3）、学会報告（後掲 3）において成果を
発表した。 
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